
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

七

五

号

在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
の
住
居
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
の
住
居
手
当
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

標
記
案
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
七
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
か
ら
同
年
同
月
十
七
日
に
答
弁
書
を
受

領
し
た
（
以
下
、
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
現
在
、
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と

い
う
。
）
で
住
居
手
当
が
七
十
名
の
館
員
に
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
七
十
名
の
館
員
の
住

居
手
当
の
限
度
額
が
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に
住
居
手
当
に
係
る
控
除
額
及
び

限
度
額
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
別
表
第
二
の
ど
の
号
に
何
名
が
位
置
す
る
か
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

二

「
大
使
館
」
の
派
遣
員
は
ど
の
よ
う
な
業
務
に
従
事
し
て
い
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
二
〇
〇
四
年
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
一
人
あ
た
り
の
国
民
総
所
得
は
月
額
約
三
万
七
百
二
十
六
円
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
所
得
水
準
の
国
に
お
い
て
、
派
遣
員
に
月
額
三
千
百
七
十
三
米
ド
ル
と
い
う
高

額
の
住
居
手
当
の
限
度
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

三
の
住
居
手
当
の
限
度
額
は
、
現
地
の
物
価
水
準
並
び
に
日
本
国
民
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
外
務
省
は
妥
当
と
考
え
て

一



い
る
か
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
利
子
が
付
く
「
大
使
館
」
の
口
座
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
利
子
は
ど

の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
。

六

平
成
十
年
度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
、
「
大
使
館
」
が
利
子
の
付
く
口
座
か
ら
得
た
利
益
は
邦
貨
換
算
で
い
く
ら
に
な
る

か
。
年
度
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
大
使
館
」
が
ロ
シ
ア
連
邦
以
外
の
国
に
公
金
口
座
を
開
設
し
て
い
る
か
。
開
設
し
て
い
る
な
ら
ば
口
座
の
所
在
す
る
国

名
と
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
大
使
館
員
の
住
居
手
当
が
大
使
館
の
口
座
に
『
プ
ー
ル
金
』
と
し
て
蓄
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
を
し
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
「
大
使
館
」
の
館
員
個
人
に
支
給
さ

れ
る
べ
き
性
質
の
住
居
手
当
が
一
旦
、
「
大
使
館
」
の
口
座
に
プ
ー
ル
さ
れ
た
後
に
館
員
に
支
給
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

と
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


